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Ⅲ 自転車の安全利用促進に関する提言 

 

 
第１ 市川市内の自転車利用の現状と交通事故の状況 

１ 自転車保有台数の推移 

  自転車は、買い物や通勤・通学などの日常生活における交通手段として、ある

いはレジャーや業務の手段として、多様な用途に利用されています。 
  また、性能や形状についてもマウンテンバイクやスポーツタイプのものから、

ママチャリ、子供用自転車まで幅があり、幼児から高齢者まで幅広い年齢層に利

用されております。 
  図１のとおり自転車の保有台数は年々増加しており、（財）自転車産業振興協

会統計によると、全国の自転車保有台数は、平成 16 年では 8,632 万台になって

います。 
平成 16 年の全国の自動車保有台数が約 7,809 万台であるので、自転車の保有

台数は、自動車の保有台数を上回るほど多いということがわかります。 
資料：自動車の保有台数は、軽自動車以上で平成 16 年 12 月末の国土交通省統計資料による。 

 

図１　全国の自転車保有台数の推移
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資料：自転車保有台数は、（財）自転車産業振興協会の自転車統計要覧による。

 
また、市川市の自転車保有台数について、全国保有台数を基に人口比で推計した 

ものが図２ですが、全国の保有台数同様、年々増加しており、平成 16 年では、約

31 万 4 千台で、0.68 台／人で、たいへん多くの自転車があることがわかります。 
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図２　市川市の自転車保有台数の推移（推計）
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※自転車保有台数は、（財）自転車産業振興協会の自転車統計
要覧、総務省統計局の人口の推移、市川市統計年鑑の市の人口
の推移により推計した。

313,789

263,011

 
２ 交通機関分担率 

  交通機関には、鉄道、バス、自動車、二輪車、自転車、徒歩などがありますが、、

表１により近隣市の自転車の交通機関分担率を見てみますと千葉県（11.1％）及

び千葉市をはじめ各市（10.6％～14.3％）と比べて、市川市の自転車の交通機関

分担率 18.1％が最も高く、市川市は自転車を利用する割合が非常に高いことがわ

かります。 
表１ 千葉県・近隣市の自転車の交通機関分担率（平成 10 年） 

 市川市 千葉市 船橋市 松戸市 柏市 浦安市 習志野市 鎌ヶ谷市 千葉県 

分担率％ 18.1 10.6 12.9 14.1 12.9 12.7 12.7 14.3 11.1

（平成１０年東京都市圏パーソントリップ調査、目的種類別代表交通手段別 OD 表

を用いて各市の自転車交通分担率を集計） 
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 なお、平成 10 年の市川市の交通機関分担率は、次のとおりです。 

図３　平成10年市川市の交通機関分担率
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３ 交通事故の状況 

１）全交通事故件数の推移 

平成16年以降の過去5年間の全交通事故件数の推移は、表２のとおりです。 
全国、千葉県、市川市とも平成 16 年以降は、事故件数が減少していること

がわかります。 
表２ 全交通事故件数の推移 

年 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 H19 Ｈ20 

全国（件） 952,191 933,828 886,864 832,454 766,147 

千葉県（件） 38,240 36,694 33,834 31,161 27,586 

市川市（件） 2,376 2,293 2,083 1,916 1,533 

データ：警察庁ホームページ、千葉県警察本部発行の交通白書 

２）自転車事故件数の推移 

   平成 16 年以降の過去 5 年間の自転車が関係する交通事故の件数は、表３の

とおりです。全交通事故同様、自転車の事故件数についても平成 16 年以降は

事故件数が減少しております。 
  表３ 自転車事故件数の推移 

年 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 H19 Ｈ20 

全国（件） 187,980 183,653 174,262 171,018 162,525 

千葉県（件） 8,897 8,596 7,874 7,788 7,137 

市川市（件） 821 802 756 737 607 

データ：警察庁ホームページ、千葉県警察本部発行の交通白書 
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３）交通事故件数に占める自転車事故件数の構成率の推移 

全交通事故件数に占める自転車事故件数の割合については、図 4 のと 
おり全国、千葉県、市川市とも平成 16 年以降、概ね増加する傾向にあります。

平成 16 年以降、全交通事故、自転車事故が、全国、千葉県、市川市とも毎年

減少していることと合わせると、自転車の交通事故は、自動車、二輪車等他の

交通機関の事故に比べ平成 16 年以降、事故件数が減少する割合が低いという

ことができます。 
 また、千葉県は、全国に比べ交通事故全体の中で自転車の事故が多いという

ことが言えますし、市川市は全国や千葉県と比べ、交通事故全体の中で、特に

自転車が関係する事故が多いということになります。 
 平成 20 年で比較しますと全国の全交通事故件数に占める自転車事故件数を

１とした時に、千葉県は、約 1.2 倍、市川市は何と約 1.9 倍も自転車の事故が

多いということができます。 

図４　全事故件数に占める自転車事故件数の構成率の推移
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  データ：警察庁ホームページ、千葉県警察本部発行の交通白書 
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４）自転車乗車中の死傷者数の推移 

自転車乗車中の死傷者数は、表４のとおり平成 16 年以降、全国、千葉県、 
市川市とも減少しています。 

表４ 自転車乗車中の死傷者数の推移 

年 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ 

全国  死傷者数（人） 190,251 185,532 175,453 171,923 162,967

千葉県 死傷者数（人） 9,052 8,706 7,927 7,840 7,153

市川市 死傷者数（人） 828 815 763 746 614

資料：警察庁ホームページ、千葉県警察本部発行の交通白書より 
  ５）自転車乗車中の事故で自転車に違反のある割合は約３分の２を占める 

    表５のとおり、全国の自転車乗車中の交通事故（※第 1・第２当事者）で死 

傷している者のうち違反のある者の割合は、平成 10 年から 20 年では、71.3％ 

から 66.5％を占めており、全体の約２／３あるいは、それ以上を占めています。 

このデータから、身を守るためには交通ルールを守ることがとても重要である 

ことがわかります。 

表５ 自転車乗車中の交通事故（第 1・２当事者）における死傷者のうち法令違反者

が占める割合の推移 

平成 10 年 11 年 12 年 13 年 14年 15年 16年 17年 18年 19 年 20 年

違反者

の割合 

（％） 

 

71.3 

 

70.9

 

70.8 

 

69.0

 

68.1

 

67.3

 

67.3

 

67.4

 

67.0 

 

67.1 

 

66.5

資料：警察庁交通局 平成 20 年中の交通事故の発生状況 

※ 「第 1 当事者」とは、交通事故の発生に直接関係した者で、責任（過失）がより

重いか、又は責任（過失）が同程度の場合にあっては、被害がより軽い方の当事

者をいう。 

※ 「第２当事者」とは、責任（過失）がより軽いか、又は責任（過失）が同程度の

者にあっては、被害がより重い方の当事者をいう。 

  ６）自転車事故の原因別発生状況 

 図５のとおり、千葉県では、自転車事故の原因で１番多いのが安全不確認で

44.5％、2 番目が動静不注視 10.4％、3 番目が交差点安全進行義務 9.9％、4 番

目がハンドル操作不適 6.1％、5 番目が予測不適 4.8％となっています。 
 図６のとおり、市川市では、自転車事故の原因で 1 番多いのが千葉県と同じ

安全不確認で 39.2％、2 番目も千葉県と同じで動静不注視が 16.4％、3 番目が

ハンドル操作不適で 10.6％、4番目が徐行で 6.7％、5番目が一時不停止で 5.3％
となっております。 
 したがって、千葉県、市川市とも安全不確認や動静不注視、ハンドル操作不

適が自転車の事故原因として多いのが特徴となっています。 
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 なお、動静不注視とは、相手の存在を確認していたが、危険はないと判断し、

その動静の注視を怠ったことを言います。 

図５　平成20年千葉県の自転車事故の原因別発生状況
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資料：千葉県警察本部　交通白書

 

図6　平成20年市川市の自転車事故原因別発生状況
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資料：千葉県警察本部　交通白書

 
  ７）自転車事故の月別発生状況  

図７のとおり、平成 20 年中の千葉県内の自転車の月別事故件数は、12 月が

最も多く 780 件で（10.9％）、2 番目が 7 月の 668 件（9.4％）、3 番目が 11 月

の 657 件（9.2％）、4 番目が 10 月の 635 件（8.9％）、5 番目が 6 月の 624 件

（8.7％）となっています。 
 逆に少ない順に 1番目が 1月の 458件（6.4％）、2番目が 2月の 494件（6.9％）

 9



となっています。 

 図７　平成20年　千葉県内の自転車事故月別発生件数
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データ：千葉県警察本部発行の交通白書 
図８のとおり、平成 20 年中の市川市内の自転車事故の月別事故件数は、7 月

が最も多く 61 件で（10.0％）、2 番目が 12 月の 59 件（9.7％）、3 番目が 8 月、

10 月の 58 件（9.6％）、5 番目が 3 月、4 月の 53 件（8.7％）となっています。 
 逆に少ない順に 1 番目が５月の 33 件（5.4％）、2 番目が１月、11 月の 43
件（7.1％）となっています。千葉県及び市川市に共通なのは、7 月と 12 月に

自転車の事故が多く発生しており、逆に 1 月に事故が少ない状況であるという

ことです。 

図8　平成20年市川市内の自転車事故月別発生件数
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データ：千葉県警察本部発行の交通白書 
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  ８）自転車事故の時間別発生状況 

図９のとおり、平成 20 年の自転車の事故は、千葉県、市川市とも 8 
時～10 時までと 16 時～18 時の通勤、通学時間帯に多く発生しています。 
 千葉県と市川市の違いは、千葉県は、16 時～18 時の夕方に一番多く自転車

の事故が発生しているのに対し、市川市は 8 時～10 時の早朝に一番多く発生

しています。 

図９　平成20年自転車事故の時間別発生状況

0.7 0.3
0.9

10.3

16.9

12.2

10.4

12.8

17.2

11.4

4.5

2.4

0.7 0.3
1.8

10.0

17.6

12.5

9.9

11.9

15.5

11.9

5.3

2.4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

０～
２

２～
４

４～
６

６～
８

８～
１０

１０～
１２

１２～
１４

１４～
１６

１６～
１８

１８～
２０

２０～
２２

２２～
０

時

％

千葉県(%)
市川市(%)

 
データ：千葉県警察本部発行の交通白書 

  ９）自転車事故の曜日別発生状況 

図 10 のとおり、平成 20 年の自転車事故は千葉県、市川市とも通勤、 
通学の多い月曜日から金曜日に事故が多発しており、日曜日は最も自転車の事

故が少なくなっています。 

図１０　平成20年自転車事故の曜日別発生状況
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データ：千葉県警察本部発行の交通白書 
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  10）自転車事故の年齢層別死者数 

図 11 のとおり、平成 20 年の自転車事故では、千葉県及び市川市（死者 1 
名）とも、70 歳以上の高齢者の死者数が多くなっています。 

図１１　平成20年自転車事故の年齢層別死者数の構成率
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データ：千葉県警察本部発行の交通白書 

  11）自転車事故の年齢層別負傷者数 

図 12 のとおり、平成 20 年の自転車事故による負傷者数は千葉県では、高校

生が通学等で自転車を利用するためか１番多く 12.6％、2 番目が 70 歳以上で

11.8％、3 番目が 30～39 歳の 11.4％となっています。 
市川市では、30～39 歳が 1 番多く 14.5％、2 番目が 40～49 歳で 13.9％、3 

番目が 70 歳以上で 10.0％となっています。

図１２　平成20年自転車事故の年齢層別負傷者数の構成率
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     データ：千葉県警察本部発行の交通白書 
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  12）自転車事故道路形状別発生状況 

図 13 のとおり、自転車事故は、全国、千葉県、市川市とも交差点及び交差

点付近で約 7 割発生しており、残りは、その他の単路でほとんど発生していま

す。 
 なお、ここで単路とは、道路のうち交差点及び踏切等を除いた部分を指し、 
交差点付近とは、交差点側端から３０ｍ以内の場所を言います。 

図１３　平成20年自転車事故の道路形状別発生状況
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データ：警察庁ホームページ、千葉県警察本部発行の交通白書 
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  13）自転車事故の事故類型別発生状況 

図14のとおり、平成20年の自転車事故の事故類型で、１番多いのは千葉県、

市川市とも自転車対車で全体の8割から9割を占め、2番目が自転車単独事故、

3 番目が自転車対人の事故となっています。 
千葉県と市川市を比較しますと、千葉県全体では自転車対車の事故が市川市 

よりも多く全体の 92.2％を占めており、市川市の 84.7％より 7.5％も多くなっ

ています。また、自転車単独の事故が千葉県が 3.3％のところ市川市は、9.2％
で市川市の方が 5.9％も多くなっています。 

図１４　平成20年自転車事故の事故類型別発生状況
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データ：千葉県警察本部発行の交通白書 
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  14）人口 1 万人当たりの全交通事故件数  

表６のとおり、平成 20 年の人口 1 万人当たりの全交通事故件数は、全国が

60.3 件、千葉県が 45.3 件のところ、市川市は 33.5 件ですので、市川市は人口

の割に全交通事故の件数が少ないことがわかります。 
    また、近隣市と比べても 1 番、人口 1 万人当たりの全交通事故件数が少ない 

ことがわかります。 
表６ 平成 20 年の人口 1万人当たりの全交通事故件数 

  人口 （人）
全交通事

故件数 

人口 1 万人当たりの

全事故件数 

市川市 457,564 1,533 33.5 

千葉市 917,854 4,363 47.5 

船橋市 584,152 2,378 40.7 

松戸市 473,727 1,805 38.1 

柏市 385,823 1,701 44.1 

浦安市 156,532 553 35.3 

習志野市 157,893 583 36.9 

鎌ヶ谷市 105,334 440 41.8 

千葉県 6,090,799 27,586 45.3 

全国 127,066,178 766,147 60.3 

事故データ：警察庁ホームページ、千葉県警察本部発行の交通白書 

    人口： 総務省 住民基本台帳 平成 20 年 3 月 31 日現在 
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  （15）人口 1 万人当たりの自転車事故件数 

     表７のとおり、人口 1 万人当たりの自転車の事故件数は、全国が 12.8 件 
で、千葉県が 11.7 件のところ、市川市は 13.3 件ですので、市川市は全国平

均や千葉県平均と比べて、自転車の事故が多いことがわかります。 
     また、近隣市と比べても鎌ヶ谷市 14.7 件、柏市 13.7 件に次いで自転車の 

事故件数が高いことがわかります。 
     全国の人口 1 万人当たりの自転車事故件数と比べると市川市は約４％自 

転車事故件数が多いと言えますし、同様に千葉県と比べると約１４％も多い 
と言えます。 

  表７ 平成 20 年の人口 1万人当たりの自転車事故件数 

  人口（人） 
自転車事

故件数 

人口 1 万人当たりの自

転車事故件数 

市川市 457,564 607 13.3

千葉市 917,854 1,188 12.9

船橋市 584,152 731 12.5

松戸市 473,727 602 12.7

柏市 385,823 527 13.7

浦安市 156,532 194 12.4

習志野市 157,893 193 12.2

鎌ヶ谷市 105,334 155 14.7

千葉県 6,090,799 7,137 11.7

全国 127,066,178 162,525 12.8

自転車事故：警察庁ホームページ、千葉県警察本部発行の交通白書 

     人口： 総務省 住民基本台帳 平成 20 年 3 月 31 日現在 
（16）まとめ 

   市川市は、全国や千葉県、千葉市など近隣市と比べて、自転車の交通機関

分担率が高く、通勤・通学や買い物、業務、サイクリングなどの利用を含め

た自転車の利用がとても多い都市です。 
  また、市川市は全国や千葉県、近隣市と比べ、人口 1 万人当たりの自転車

の事故件数が多いというのが現状です。 
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第２ 自転車の安全対策の現状 

１ 自転車走行環境の現状 

市 川 市 内 の 自 転 車 歩 行 者 道 指 定 路 線 等 は 、 次 の と お り で す 。

 

自転車歩行者道等指定路線図 

 

３・１・６号（京葉湾線） 

３・４・１９号（市川二俣線） 

３・４・１８号（浦安鎌ヶ谷線） 

国道14号

江戸川サイクリングロード 

南行徳駅 

行徳駅 

市川駅 

本八幡駅 

妙典駅 

３・４・１８号（浦安鎌ヶ谷線） 

３・２・８号（南行徳海岸線） 

市道０２０２号，０２０３号 

３・１・２号（東京湾岸市川線）

３・４・２５号（湊海岸線） 

市道９３９８号 

図１５ 

：既設自歩道指定路線 
：自転車道・ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ 
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２ 駐輪場の整備状況 

  １）駐輪場の整備 

市内の駐輪場の整備状況については以下のとおりです。 

表８ 自転車等駐車場整備状況 

①有料施設９駅 29 施設   ②無料施設 10 駅 3 ﾊﾞｽ停 19 施設 

場所 施設数 

延床面積

㎡ 

整備台

数  場所 

施 設

数 延床面積㎡ 整備台数

市川駅 5 7,040.57 5,240  市川駅 2 3,715.00 2,450

八幡 3駅 11 10,619.41 7,780  八幡駅 2 3,781.70 3,130

下総中山駅 1 1,620.00 1,400  原木中山駅 1 1,419.42 880

市川大野駅 5 2,592.87 2,230  行徳駅 2 1,368.58 1,200

行徳駅 2 5,572.00 5,180  南行徳駅 2 1,956.60 1,680

南行徳駅 3 1,934.69 1,490  二俣新町駅 2 1,022.00 1,020

妙典駅 2 2,500.00 2,533  市川塩浜駅 2 1,539.00 1,530

合計 29 31,879.54 25,853  

国府台駅 2 406.73 350

 北国分駅 1 807.00 500

 

国分高校ﾊﾞ

ｽ停 1 153.35 80

③無料自転車置場 国分ﾊﾞｽ停 1 255.21 170

場所 施設数 

延床 

面積㎡ 整備台数  

一本松ﾊﾞ ｽ

停 1 38.95 30

市川真間駅 1 210 210  合計 19 16,463.54 13,020

国分高校 

バス停脇 1 49 60  
   

※八幡 3駅とは、JR 本八幡駅、都営新宿線八幡駅、京成八幡駅、の 3駅を表す。 
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 表９ 歩道等を利用した自転車置場設置状況 

[総武線市川駅］ 

設 置 場 所 設置台数 形態 料 金 備    考 

第 1 自転車置場 １４０台 平置き 無  料 
ダイエー横 

アイアイロード内 

第 2自転車置場 ９７台 平置き 無  料 

市川グランドホテ

ル横 

アイアイロード内 

計 ２３７台  

 

[東西線南行徳駅］ 

設 置 場 所 設置台数 形態 料 金 備    考 

第 1自転車置場 ６３台 機械ラック式

２時間無料 

その後８時間毎に１

００円 

ロータリー 

第 2自転車置場 １１７台 〃 〃 
行徳駅寄り高架

脇 

第 3自転車置場 ４２台 〃 〃 市民センター前

第 4自転車置場 ４５台 〃 〃 今井橋通り側 

第 5自転車置場 ４５０台 平置き 無  料 第 3駐輪場脇 

計 
７１７

台 

 

（機械式設置台数計：２６７台） 

 

表８９の主要駅 合計台数 

 JR 市川駅…7,927 台 

 八幡 3駅周辺…10,910 台 

 東西線行徳駅…6,380 台 

 東西線南行徳駅…3,887 台 

  ２）買物客用の駐輪場の整備 

   （１）買物客用の駐輪場の現状 

     ①条例に基づく商業施設の駐輪場の整備 

      買物客用の駐輪場は、商業施設が整備するのが原則です。 

そのため、市では、「市川市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整

備に関する条例（平成５年６月施行）」で、建物の新築、あるいは増築す

る際に、その面積や用途に応じて、駐輪場の整備を義務付けています。 
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      これにより、商業施設に付帯する駐輪場は徐々に整備されてきましたが、

対象外となる小規模事業者による買物客用駐輪場の整備はなかなか進ま

ないのが現状です。 

     ②買い物客等が利用できる市営駐輪場 

      そこで、市営駐輪場に「日中の駐輪機能」をもたせ、不特定多数の方が、

自由に利用できるようにした駐輪場である「第５種駐輪場」を設置するこ

ととしました。 

市川市では、これまで通勤通学自転車の放置自転車対策に取り組んでき

ましたが、駐輪場の整備が整った地域について、「第５種駐輪場」を設置

することとし、平成１９年２月に供用開始した「市川第７駐輪場」に続い

て、平成２１年３月に「八幡第１０駐輪場」に、そして同年４月に「八幡

第５駐輪場」の一角に《第５種料金》適用区画を設け、買物客用自転車の

受け入れを図っています。 

図１６、図１７参照 

     ③駐車料金 

      《第５種料金体系》は、“最初の２時間までは無料。その後２時間ごと 

     に１００円を徴収”する料金体系です。 

２時間の無料時間帯は利用者アンケートの結果を踏まえて定めたもの

で、２時間を超過した場合に有料にしたことで、高い回転率で駐輪場が利

用されるようになりました。 

   （２）今後の方針 

      買物客が短時間とは言え自転車を駐輪場にとめずに路上駐輪（放置）す

ることは、結果的に、通勤通学自転車の放置を増やす可能性が高いことな

どから、今後も必用に応じて、第５種駐輪場を整備し、放置自転車対策を

推し進めてまいりたいと考えています。 
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図１６ 市川第 7駐輪場位置図 

 

市川第7駐輪場
買物客用駐輪場　120台
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図１７ 八幡第５、第１０駐輪場位置図 

 

八幡第5駐輪場
買物客用駐輪場　84台

八幡第10駐輪場
買物客用駐輪場　120台
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 ３ 放置自転車の現状と対策 

  １）放置自転車の現状 

表 10 は平成 16 年度以降の放置自転車と処分の状況です。 

   平成 16 年度以降、一日当たりの放置台数は、毎年減少しております。また、

放置自転車の引き取り率は、平成 16 年度以降、概ね減少する傾向にあります。 

表 10 放置禁止区域の指定のある駅周辺の放置自転車と処分の状況 

年

度 

一日あたり 

の放置台数 
撤去台数 引渡台数 引取率％ 破砕台数 売却台数 

リサイクル

台数 

16 5,125 21,690 7,315 33.7 21,166  1,102

17 4,215 18,032 5,200 28.8 12,994  1,184

18 3,996 14,824 3,853 26.0 14,994 682

19 3,551 13,751 3,699 26.9 14,453 560

20 2,657 11,824 2,509 21.2 11,373 388

  ※数字は、市川、八幡、市川大野、妙典、行徳、南行徳の各駅の合計。※「一日あたりの放置台数」は、各

年度１１月の晴天の平日午前１１時に計測。  ※破砕及び売却台数は放置禁止区域外で撤去した自転車を含む。 

２）放置自転車対策 

   市川市では、放置自転車対策として、リサイクル自転車を無料で貸し出すレ

ンタサイクルを行っています。｢通勤通学者用レンタサイクル｣は登録制であり、

利用者は申請・登録を経た方に限られます。正利用とは自宅から駐輪場までの

道程を想定したもので、逆利用とは駐輪場から通勤・通学先までの道程を想定

したものです。正利用で用いた自転車を逆利用の方が利用することで、1 台の

自転車を 2 人で使うことができます。一方の｢街かど回遊レンタサイクル｣は主

要駅にて行っているものであり、利用者が限定されていないものです。こちら

は 1 日だけの貸出で、登録制ではありません。 
（１）通勤通学者用レンタサイクル（コンピュータ管理の社会実験） 

 表 11 通勤通学者用レンタサイクル 

年度 駐輪場 設置台数 正利用 逆利用 利用件数 一日平均 
市川第７ 100 59 82 33,517 91 

２０ 
国府台 25 7 22 4,369 11 

 

※平成 19 年 2 月 1 日開始。 
 

（２）街かど回遊レンタサイクル 

表 12 街かど回遊レンタサイクル 

年度 設置台数 利用台数 年間利用日数 利用日数１日あたり

２０ 80 台 15,775 台 360 日 44 台 
※平成 18 年 11 月 3 日開始。 
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４ 自転車の交通安全教育等 

１）小学校における交通安全教育 

    小学校における自転車の安全利用のための交通安全教育は、小学 3 年生また

は 4 年生を対象としており、4 人一組の体制で行っています。 
4 人のうち正職員が 1 名、そして非常勤の職員 3 名という構成で、主に 4 月か

ら 7 月の 1 学期の午前の 2 時間目に小学校において実施しています。 
実際には、このほか、3 時間目に 1 年生を対象にした「道路を安全に歩くた

めの歩行安全教室」も行っています。 
 平成 20 年度中の自転車に関する指導の実績 

    ・小学生(3 年生または 4年生)   40 校 3,910 人 

（１）自転車安全利用五則について 

自転車安全利用五則は、子供には分かりにくい言葉も多く含まれているの

で、なるべく易しい言葉を使って説明するようにしています。 
（２）各種標識について 

   ①横断歩道 

平成 20 年 6 月 1 日に改正道路交通法が施行され、自転車に乗ったまま横

断歩道を渡ってよいということになりました。 
しかし、指導の場では、歩行者と児童の安全を考慮し、横断歩道上ではな

るべく自転車を押して渡るように指導をしています。 
   ②自転車横断帯 

     自転車横断帯のある場所では自転車に乗ったまま通行することが出来ま

すので、横断歩道ではなく自転車横断帯を進むように指導しています。 
併せて、この自転車横断帯を渡る際に、右左折してくる自動車に十分注意

をするように指導しています。 
また、横を歩く歩行者にも十分注意するように指導しています。 

   ③一時停止 

     自転車は歩行者の仲間ではなく、軽車両という車の仲間であることを説明

した上で、「一時停止」は、自転車も絶対に守らなければいけない標識であ

ること、及び「飛び出し」を絶対にしないように指導しています。 
   ④学校・幼稚園・保育園等あり 

     ｢学校・幼稚園・保育園等あり｣の標識は、付近に子どもがいる恐れがある

ことから、車両の運転手に対して注意を促すためのものです。 
この標識は直接児童に関係するものではありませんが、先の｢横断歩道｣の

標識と｢一時停止｣の標識、そしてこの｢学校・幼稚園・保育園等あり｣の標識

を並べ、児童に見せます。 
これらの標識はそれぞれ、青・赤・黄色となっているので、信号と同じ色

であると同時に、赤は危険、青は気をつけて行動する、黄は注意、というよ

うに意味も似ているということを児童に説明しています。 
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（３）自分の身体にあった自転車の選び方 

    「自分の身体にあった自転車の選び方」では、学校から借りた大人用の自転

車を使い、指導員が見本を見せながら説明しています。 
     実際には、足がきちんと着き、かつ跨った状態でハンドルを動かした時に

膝にハンドルが当たらない自転車を選ぶことを指導しています。 
（４）正しい発進の方法 

    「正しい発進の方法｣も指導員が自転車に乗車して、見本を見せます。 
   具体的には、最初に自転車の左側に立ち、右の後方を確認します。 

それから自転車に跨りますが、このとき、右足を上にしてペダルに乗せ、左

足を地面に着けるという姿勢で乗るように指導をしています。 
最後にもう一度右後方を確認して発進する、というのが指導している正し

い発進の方法です。 

（５）模擬コースを使った自転車実技 

「模擬コースを使った自転車実技｣ですが、これは最初に指導員が見本を見

せ、その後、児童にコースを走ってもらいます。 
見本では正しい発進の方法を実践したあと、コースに出ます。 
コースはｐ２６のとおり、まずまっすぐ進んだ後、一時停止で一旦止まり、

歩道に出た後、車道寄りを通り、※スラロームを通って戻る、という流れで

す。 
（６）確認クイズ 

  「模擬コースを使った自転車実技｣と「確認クイズ｣を並行して行っています。

クイズはｐ２７を参照して下さい。 
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自転車安全教室コース図

　 　

車道
　 ③　歩道

指導員 　 指導員
②　止まれ 止まれ

　　　　指導員

①　スタート

先 生 指導員 先 生

　　　　講話場所

＊ 講話場所は、児童が眩しくならないよう、当日現地にて、向きを決めさせて
いただきます。

＜指導のポイント＞
① 発進の仕方　(右足ペダル、左足地面、右肩後方確認）
② 一時停止 　(　　〃　、　　　　〃　　、左右の安全確認、発進時右肩後方確

　

認
③ 歩道走行 　(車道寄りの端を走る）　
＊ スラロームでハンドル操作の練習

指導車

 
 
 
 

 26



 

 

 27



 

 

 

 28



２）高等学校における交通安全教育 

高校生に対する交通安全講話は以下のとおりです。 
平成 20 年度中の自転車に関する指導の実績 

   ・高校生(1 校のみ)   772 人 

（１）自転車安全利用五則、各標識について 

     高校生に対する交通安全講話のうち｢自転車安全利用五則｣と｢各標識｣の

説明については、小学生に対する指導とほぼ同様です。違いは、｢学校・幼

稚園・保育園等あり｣の標識を見せないことです。 
（２）違反と罰則について 

     小学生への指導との違いは、｢違反と罰則について｣を説明することです。 
    ｢自転車安全利用五則｣｢安全ルールを守る｣の中の飲酒運転・二人乗り・並進

の禁止、夜間のライト点灯、信号の遵守、交差点での一時停止と安全確認、

などの項目の罰則について主に説明しています。 
      講話の時間は 10 分間しかないので、以上の説明を行って終了となりま

す。これ以外に、市川警察署から交通事故等についての講話と市自転車対

策課より、駐輪場等について説明をしています。 
  ３）交通安全啓発 

 （１）広報及び自治会回覧による周知 
      平成 20 年 6 月 1 日から改正道路交通法が施行されたことに伴い、自転

車の通行ルールが変更されましたので、市では広報や自治会回覧で、市民

の皆様にその内容をお知らせし、交通ルールの普及に努めています。 
なお、交通ルールについては、次頁（４）自転車の交通ルールの基本、

（５）平成 20 年 6 月 1 日改正道路交通法施行(自転車の通行ルールの変更)  
参照 

   （２）交通安全運動期間中の啓発 

春・夏・秋・冬の交通安全運動期間中に市では、警察、交通安全協会、

交通安全母の会、自転車商協同組合など交通安全団体と協働で、高齢者の

交通事故防止、飲酒運転の根絶、シートベルトの着用の徹底、悪質な違反

や危険運転の防止とともに自転車の安全利用の推進のための啓発活動を

実施しています。 
具体的には、主要四駅周辺（ＪＲ総武線市川駅、本八幡駅、東京メトロ

東西線の行徳駅、南行徳駅）等において、自転車安全利用五則等のちらし

と反射材等の啓発物資を配布しています。 
また、自転車商協同組合員は、自転車の点検を実施しています。 
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    表 13 期間を定めて行う交通安全運動 

運動名 期間（例年ほぼ同じ） 
春の全国交通安全運動 ４月６日から４月１５日 
夏の交通安全運動 ７月２０日から７月３１日 
秋の全国交通安全運動 ９月２１日から９月３０日 
冬の交通安全運動 １２月１０日から１２月３１日 

 
   （３）毎月の啓発活動 

     毎月 15 日は「自転車安全の日」と定められています。 
市では警察をはじめ交通安全団体と、その毎月 15 日前後に、市では警察

署や交通安全協会、交通安全母の会等の交通安全団体と協働で駅周辺等で

自転車安全利用五則や反射材などの啓発物資を配布しています。 
その啓発活動の中で自転車商協同組合員は、自転車の点検をしています。 

   （４）自転車の交通ルールの基本 

         自転車安全利用五則（平成 19 年 7 月 10 日中央交通安全対策会議交通対策本部決定） 

①自転車は車道が原則、歩道は例外 

②車道は左側を通行 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

④安全ルールを守る 

      ・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 
      ・夜間はライトを点灯 
      ・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

⑤子どもはヘルメットを着用 

  （５）平成 20 年 6 月 1 日改正道路交通法施行(自転車の通行ルールの変更) 

①歩道通行要件の明確化 

自転車が歩道通行できるのは 
ア．「歩道通行可」の標識等がある場合 
イ．次の方が運転する場合 
・児童（6 歳以上 13 歳未満）や幼児（6 歳未満） 
・70 歳以上の高齢者 
・内閣府令で定める障害（視覚・聴覚等の障害、音声・言語等の機能障

害、肢体不自由など）のある身体障害者 
ウ．車道又は交通の状況に照らして、やむを得ないと認められる場合 
・道路工事や連続した駐車車両などのため車道の左側端の通行が困難 
・自動車等の交通量が著しく多く、道路幅が狭いなどのため、自動車等

との接触の危険がある・・・等 
（しかし、自転車は車の仲間なので、歩道は歩行者優先で通行しなけ
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ればなりません。） 
     ②歩行者用信号機のある横断歩道通行 

自転車は、歩行者用信号機のある横断歩道を通行できます。 
(ただし、横断歩道では、歩行者の通行を妨げる恐れのあるときは、自

転車を押して渡りましょう。) 
     ③子どもの乗車用ヘルメット着用 

13 歳未満の子どもを自転車に乗車させるときは、保護者はヘルメット

を着用させるよう努めなければなりません。 
  （６）平成 21 年 7 月 1 日改正千葉県道路交通法施行細則施行(自転車の通行ルー

ルの変更部分) 

     ①自転車の乗車人員に関する規定の改正 

      幼児（６歳未満）2 人を乗せて、安全基準を満たした自転車を運手する

ことができるようになりました。 

     ②自転車運転者の遵守事項に関する規定の改正 

      ○傘差し運転等の禁止 
       傘差し運転など、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転が禁

止されています。 
      ○携帯電話等使用禁止 
       自転車乗車中に携帯電話等（携帯音楽機器含む）を手で保持して通話 

      や操作、表示された画像を注視することが禁止されています。 

      ○ヘッドホン等使用禁止 

       周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞くのは危険なので、禁

止されています。 

 ５ 自転車の点検整備・保険 

  １）自転車の関係する事故での損害賠償の事例 

   （１）携帯電話の画面に気を取られ無灯火自転車で歩行者に衝突した事故 

      夜、高校１年生の女子がライトをつけないで自転車で走行中、携帯電話

を使用してその画面に気を取られ、前方の歩行者に気づかないまま衝突し、

転倒させて歩行困難となる後遺障害を負わせた。 

      損害賠償 ５０００万円 

   （２）歩道を通行中、高齢歩行者に接触する事故 

      中学３年生の男子が自転車の通行が禁止されている幅２ｍの歩道を自

転車で通行しているとき、ハンドルが高齢歩行者に接触し、転倒させて大

腿骨骨折などの重傷を負わせた。 

      損害賠償４５８万円 

   （３）傘さし運転をして自転車と出会い頭に衝突した事故 

      雨の日、高校１年生の女子が自転車で傘をさして前かがみでＴ字路交差

点に進入したため、交差点を進行してきた自転車と出会い頭に衝突し、左
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大腿部骨折の重傷を負わせた。 

      損害賠償５０５万円 

   （４）一時停止せずに進行し、乗用車と出会い頭に衝突した事故 

      高校２年生の男子が一時停止の標識を守らずに見通しの悪い交差点へ

飛び出し、交差道路を走行してきた漫然運転の乗用車と出会い頭に衝突し

て重症を負った。 

      受け取るはずの賠償金 ５０％減 

     （以上（１）から（４）の事故の事例：自然社のパンフレットより引用） 

  ２）ＴＳマーク制度 

    ＴＳマーク制度は、上記のような「自転車事故の防止」及び「自転車の安全 

利用の促進」を図るために、昭和 53 年の道路交通法の一部改正に伴い、自転 

車安全対策の一環として、昭和 54 年に警察庁の指導により創設されたもので 

す。 

    ＴＳとはＴＲＡＦＦＩＣ ＳＡＦＥＴＹ（交通安全）の頭文字をとったもの 

で、年に 1回、自転車安全整備店で点検・整備を受けると、その印として自転 

車に貼付されます。 

 市では、最近では平成 21 年 2 月 14 日の広報でＴＳマーク付帯保険の記事を 

掲載していますし、警察等交通安全団体と協働で毎月 15 日前後に行っている 

自転車キャンペーンで配布しています。 

   （１）ＴＳマークの種類と付帯保険の補償内容 

      ＴＳマークには 2種類あり、それぞれの補償内容は表 14 の通りです。 

表 14 ＴＳマークの種類と付帯保険の補償内容 

ＴＳマーク

種別 

第 1種ＴＳマーク 

（青マーク） 

第 2種ＴＳマーク 

（赤マーク） 

傷害保険 ○ 入院 15 日以上 

一律 1万円 

○死亡・重度後遺障害（1～4 級）

一律 30 万円 

○ 入院 15 日以上 

一律 10 万円 

○死亡・重度後遺障害（1～4級）

一律 100 万円 

賠償責任 

保険 

○ 死亡・重度後遺障害（1～７級）

限度額 1000 万円 

○ 死亡・重度後遺障害（1～７級）

限度額 2000 万円 

 

   （２）ＴＳマーク貼り付けに要する費用 

      ＴＳマーク制度（自転車安全整備制度）の所管である（財）日本交通管

理技術協会によりますと、ＴＳマークの点検費用は、1,000 円～2,000 円 

程度であるとのことでした。 

      ＴＳマークは、青と赤の 2種類がありますが、店によってマークの色が

異なりますので、点検整備を受ける前に店で確認してください。 
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   （３）ＴＳマーク保険の有効期間 

      保険の有効期間は、ＴＳマークに記載されている点検・整備を受けた日

から 1 年間です。期限がきたら、また点検・整備を受けて更新できます。 

   （４）ＴＳマーク制度の自転車事故防止効果 

      ＴＳマーク制度は、点検整備による安全な自転車の利用促進を図ること

によって、自転車の事故防止に大きく貢献しています。 

      例えば、ＴＳマークを貼付している自転車と貼っていない自転車の事故

（事故率）を平成 18 年の統計により比較しますと、ＴＳマークを貼り付

けた自転車の死亡事故は約 104,378 台に 1件ですが、全自転車の死亡事故

は約 69,328 台に 1 件発生しています。全自転車の死亡事故率は、ＴＳマ

ーク貼付自転車の死亡事故率の 1.5 倍高くなっています。 

     資料：（財）日本交通管理技術協会の（「ＴＳマーク」のＱ＆Ａ） 

 

 ６ 自転車の違反に対する指導・取締りについて 

１）自転車の道路交通法上の位置づけ 

    道路交通法上、自転車は図 18 のとおり自動車、原動機付自転車等と同じく

車両に位置づけられており、他の車両と同様、車道を通行することが原則とさ

れています。 
しかし、自転車の車両としての位置づけについては、市民の理解が必ずしも

十分でない現状にあります。 
 

           図１８ 道路交通法上の車両 

車両 

原動機付 

自転車 

トロリー 

バス 
自動車 軽車両 

 

 

自転車 荷車等 
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○

、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

と

道路交通法 第２条 第１項抜粋 
この法律において

ころによる。  
八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。  
一  軽車両 十 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に

牽引され、かつ、レールによらないで運転する車（そり及び牛馬を含む。）であ

つて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。  
一の二  十 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運

転する二輪以上の車（レールにより運転する車を除く。）であつて、身体障害者

用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの（人の力を補うため原動機

を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。あつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。）をいう。  

     

ことで、交通

め重大な交通違反の場合には、起訴されて裁判で争う

 
   （２）

金制度の規定がないため、起訴さ

     

刑または懲役刑と同

）をいう。  

     

ことで、交通

め重大な交通違反の場合には、起訴されて裁判で争う

 
   （２）

金制度の規定がないため、起訴さ

     

刑または懲役刑と同

  ２）道路交通法の罰則   ２）道路交通法の罰則 

   （１）自動車や原動機付自転車等の罰則 

 自動車や原動機付自転車等は、道路交通法第 125 条の規定により、駐車

違反等軽微な交通違反の場合は、期限内に反則金を納付する

   （１）自動車や原動機付自転車等の罰則 

 自動車や原動機付自転車等は、道路交通法第 125 条の規定により、駐車

違反等軽微な交通違反の場合は、期限内に反則金を納付する

違反に対し裁判による審判を受けることが免除されます。 
酒気帯び運転をはじ

違反に対し裁判による審判を受けることが免除されます。 
酒気帯び運転をはじ

ことになります。ことになります。

自転車の罰則 

これに対し、自転車については、反則

自転車の罰則 

これに対し、自転車については、反則

れて裁判で争わなければなりません。 れて裁判で争わなければなりません。 
この裁判で有罪の場合には罰金等が科せられます。 
この罰金等は刑事罰であり、反則金とは違って、禁固

この裁判で有罪の場合には罰金等が科せられます。 
この罰金等は刑事罰であり、反則金とは違って、禁固

一線上にある重度な処分で、前科となるものです。 
そのため、警察では、自転車利用者による交通違反に対し、指     導警告票を

（参考文献 に関する

究発表論文集、２００８年６月） 

     

保等を勘案しますと、その実現性や効果

については、疑問が残ります。 

交付するなどして街頭指導を行うことを基本としています。 
特に、悪質・危険な交通違反に対して検挙措置を講じているのが現状です。 

：元田良孝・宇佐美誠史 わが国の自転車交通の計画面

一考察 第３７回土木計画研

   （３）自転車の厳罰化の可能性 

 仮に厳罰化が可能だとしても、自転車は通勤・通学をはじめ買物やレジ

ャーなどの利用実態が多種多様であり、老若男女を問わず幅広く利用され

ていますので、取締りの要件や担
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   （４）自転車の交通ルール・罰則一覧 

 自転車の交通ルール及び罰     則のうち自転車安全利用五則に関係する部

分は、表 15 のとおりです。 

表 15 

 
自転車の交通ルール・罰則一覧表（例） 

交通ルール 根拠法令 罰 則 
①

ろは、車道通行が

道路交通法第 17 条第 1 項 役又は 5 万円

以下の罰金 
車道と歩道の区別のあ

るとこ

原則 

3 月以下の懲

②車道は左側を通行 道路交通法第 17 条第 4 項 役又は 5 万円

下の罰金 
3 月以下の懲

以

 
③左側寄り通行等 法第 18 条第 1 項、 役又は 5 万円道路交通

第 2 項 
3 月以下の懲

以下の罰金 
④歩道は歩行者優先で 法第 63 条の４ 2 万円以下の罰金又は科料

車道寄りを徐行 
道路交通

第 2 項 
⑤飲酒運転は禁止 
※酒に酔って運転した場合 

道路交通法第 65 条第 1 項 又は 100 万5 年以下の懲役

円以下の罰金 
⑥二人乗りは禁止 
(16 歳以上の運転者が 6 歳未

満の幼児を幼児用座席に 1 人

) 

道路交通法第 57 条第 2 項 2 万円以下の罰金又は科料

乗せる場合を除く

道路交通法第 55 条第 1 項 5 万円以下の罰金 

⑦

では、並進禁止) 
道路交通法第 63 条の５ 

2 万円以下の罰金又は科料並進は禁止 
(並進可の標識のある場所以

外

 

道路交通法第 19 条 

⑧夜間はライトを点灯 
夜間は、前照灯及び尾灯〔 (又

ける）〕 

道路交通法第 52 条第 1 項 5 万円以下の罰金 

は反射器材)をつ

⑨信号を守る 道路交通法第 7 条 役又は 5 万円3 月以下の懲

以下の罰金 
⑩交差点での一時停止と

安全確認 
道路交通法第 43 条 役又は 5 万円

以下の罰金 
3 月以下の懲
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  ３）自転車に係る交通指導・取締りの現状 

   （１）自転車の交通指導・取締りの強化 

 自転車利用者のルール遵守を担保するためには、ルールに関する交通安

全教育と併せて、そ

     

の違反に対しては、現場における指導や取締りを行う

     

月、自転車利用者に対する交通指導取締

た。 

     

い交通違反につい

積極的な検挙措置を講ずることとしています。 

     ・ 、一時不停止、通行区分違反等で交通の具体的危険を生じさせ

     

・ り、無灯火等で警察官の警告抑止に従わず、違反行為を継続した

     

目が二人乗り運転で３３５，８７４件（29.8％）などとなって

     

２番目が二人乗り自転車で４０９，１０３件(28.2％)となっていま

     

を受けて、平成 18 年は平成 17 年よ

り

６４６件ですので、平成 17 年の件数の約１．９倍に増加し

ています。 

ことが必要です。 
 警察庁では、自転車に係る事故の多発や自転車利用者の交通マナーの悪

化等の情勢を受け、平成１８年４

りの強化の方針を示しまし

   （２）検挙措置を講ずる場合 

 具体的には、街頭における指導警告活動をより強化するとともに、違反

行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたり、指導警告に従

わず違反行為を継続するなど、以下のような悪質性の高

ては、

(例) 
信号無視

たもの 
・蛇行運転等により客観的に明らかな酒酔い運転 
二人乗

もの 
   （３）自転車の指導警告件数 

     ①平成 17 年の指導警告件数 

 表 16 のとおり平成 17 年中の指導警告票交付件数は１，１２７，３３１

件です。違反の内訳は、無灯火運転が３６５，３７９件（32.4％）で最も

多く、２番

います。 
     ②平成 18 年の指導警告件数 

 また、平成 18 年中の指導警告交付件数は１，４５１，３５３件であり、

違反の内訳は、平成 17 年同様、無灯火が５０７，００５件(34.9％)で最も

多く、

す。 
     ③指導警告件数の増加 

 指導交付件数の合計は、警察庁によると平成 18 年４月の自転車利用者

に対する交通指導取締りの強化の方針

３２４，０２２件増えています。 
警察庁のホームページによると平成 20 年の指導警告票の件数は、 

２，１８８，
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表 1 1 、18 年中の る指導警告票交

付 件 率（％）

6 平成 7年 全国の自転車に係 付件数 

交 数 比  違 反 別 
1 1 17 年 18 年7 年 8 年   

無灯火 365,379 507,005 32.4 34.9
二人乗り 3 2 235,874 409,103 9.8 8.2
信号無視 81,379 105,851 7.2 7.3
一時不停止 82,103 93,439 7.3 6.4
歩道通行者に危険 

違反 
100,710 122,829 8.9 8.5

を及ぼす

その他 161,886 213,063 14.4 14.7
合計 1,127,331 1,451,353 100.0 100.0
（資料：警察庁） 
   （４）軽車両の検挙件数 

     ①平成 17 年の検挙件数 

 表 17 のとおり、平成 17 年の自転車を含む軽車両の検挙件数の内訳のう

ち、１番多いのは、指定場所一時不停止の１１１件（34.0％）、2 番目が信

号無視の１０５件（32.2％）、3 番目が乗車 積載違

     

反の３６件（11.0％）

は除きます。以下同じ） 

     （17.9％）、3 番目

15.2％）となっています。 

     

、3 番目が指

件（17.2％）となっています。 
     ④

４番目が指定場所一時不停止で１８６件

います。 
     ⑤

３２６

19 年が８１４件、平成 20 年が 
１

となっています。（その他

     ②平成 18 年の検挙件数 

      平成 18 年の検挙件数の内訳のうち１番多いのは、指定場所一時不停止 
の１９０件（32.5％）、2 番目は、信号無視の１０５件

は乗車積載違反の８９件（

     ③平成 19 年の検挙件数 

 平成 19 年の検挙件数の内訳のうち 1 番多いのは、乗車 積載違反の 
２６７件（32.8％）、2 番目が信号無視の２０７件（25.4％）

定場所一時不停止の１４０

平成 20 年の検挙件数 

平成 20 年の検挙件数の内訳のうち１番多いのが乗車・積載違反で 
３２３件（26.7％）、２番が信号無視２６２件(21.6％)、３番目が遮断踏切

立入で２４６件（20.3％）、

（15.4％）となって

検挙件数の増加 

警察庁による平成 18 年 4 月の自転車利用者に対する交通指導取締りの

強化の方針を受けて、平成 17 年以降、自転車を含む軽車両の検挙件数が

毎年大きく増えています。各年の検挙件数の合計は、平成 17 年が

件、平成 18 年が５８５件、平成

，２１１件となっています。 
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平成 20 年の検挙件数の合計は、平成 17 年の約３．７倍に増えています。 
 また、検挙件数の内訳で最も増えているのは、乗車 積載違反で平成

17 年が

    

３６件のところ平成 20 年では３２３件で約９．０倍に増えていま

表 17 ２０年中の全国の軽車両の検挙

挙件数

す。 
平成１７年～ 件数 

検  違 反 別 
１ １８ １９ ２７年 年 年 ０年 

信号無視 １０５ １０５ ２０７ ２６２

通行禁止違反 １ １９ ２３ １４ 
遮断踏切立入 
(踏切一時不停止) 

― ２７ ５９ ２４６ 

指定場所一時不停止 １１ １ １ １１ ９０ ４０ ８６

無灯火 ４ １２ １９ ４７

乗車 積載違反 ２ ３３６ ８９ ６７ ２３

酒酔い運転 １ ３ ５ ４５ ３ １ １

運転者の遵守事項違反 ３ ２ ７ ４

その他 ５１ １０８ ４１ ８８

合計 ３２６ ５８５ ８１４ １，２１１

(資料：警察庁) 

体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。  

     

区・

     下記の通りです。 
目地区 

千葉県警察本部及び警察庁ホームページより引用） 

 

て、身

○道路交通法第２条第１項第１１号抜粋 
 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引さ

れ、かつ、レールによらないで運転する車（そり及び牛馬を含む。）であつ

 
   （５）市川警察署、行徳警察署の取り組み 

 千葉県警察では、自転車安全利用対策を効果的に推進するため、警察署

単位に「自転車指導重点地区・路線」を計 63 地区・路線（全国では、1827
地区・路線）指定しており、自転車の関係する事故を防止するため同地

路線を中心に各種キャンペーンや指導・取締りを実施しています。 
 その中で、市川市内の「自転車指導重点地区」は

・市川警察署 市川一丁目地区、八幡三丁

・行徳警察署 新井地区、行徳駅前地区 
（

 
 

 38



第

化石燃料を消費せず、交通

ている

ともに、自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが指摘されています。 

 

１ 自転車の利用及び事故の実態を十分踏まえて、自転車走行環境の整備を

２ 進するため、自転車利

３

きる環境を形成するこ

４

全利用の促進と自転車事故の防止を図るため、自

５ 自転車安全利用を促進するための情報発信基地として、駐輪場を活用する。 

３ 自転車の安全利用促進に関する提言 

自転車は、買物や通勤・通学などの日常生活における交通手段として、あるいはレ 
ジャーや業務の手段として多様な用途に利用されており、

渋滞を引き起こさない環境負荷の少ない交通手段です。 
 その一方で、自転車の保有台数の増加や利用の増加に比べ、自転車道等の自転車専

用の走行空間の整備が進まない中で、自転車が当事者となる事故が多く発生し

と

 
そこで、自転車の安全利用促進に関する提言は、 

 本市の

図る。 
 自転車の関係する事故を防止し、自転車の安全利用を促

用者に対し、交通ルール・マナーの遵守を徹底させる。 
 自転車を安全に利用するための意識の向上を図り、市・自転車利用者・関係団

体の責務を明確化し、３者が連携することにより、自転車の秩序ある利用の推進、

自転車に関する事故の防止、健康で安全かつ快適に利用で

とを目的とする自転車安全利用条例の制定を検討する。 
 ブレーキが利かないなど整備不良に伴う自転車事故も決して少なくないと想

定されることから、自転車の安

転車の点検整備を促進する。 
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第４ 自転車の安全利用促進に関する提言に向けての具体例 

  １ 用道路、自転車レーンなど自転車が安全に走行できる道路を整備す

  ２ 合は、自動車よりも自転車を優先さ

こと。 

  １

中する駅周辺等において走行中の自転車に指導を行うよう検討

  ２ 街頭指導員を活用し、

  ３ 、イエローカードを出す

  ４

ンクさせて、親子で交通

  ５

し、実際に自転車を走らせる自転車安全利用講習会の開催を検討する

  ６

高校生、大人、高齢者など各年齢層に応じた講習会の開催を検討

  ７ 行者だけで

  ８ も車道も左側通行を徹底すれば、かなり事故を減らせるので検討するこ

  ９

 

  10

者優先」を路面表示するなど優先的にＰＲすることについて検討すること。 

 １ 自転車の走行環境の整備 

）自転車専

ること。 
）自転車の走行空間を造ることが難しい場

せるルールを作ることを検討する

 ２ 交通ルール・マナー遵守の徹底 

）指導・取締りの主体は警察であるが、警察官だけでは人手が足りないので、

市でも自転車安全利用指導員制度を導入し、警察官のようなユニフォームを着

て自転車が集

すること。 

）放置自転車対策のための街頭指導員がいるので、この

走行中の自転車に対し指導できないか検討すること。 

）警察官とともに市民が指導に協力する制度をつくり

などして指導する回数を増やすよう検討すること。 

）実際に家庭に入ると親が子供の先生になるので、親にも自転車の交通ルール

を教育する機会が必要である。そこで、学校行事にリ

安全教育を受ける場を設けることを検討すること。 

）教習所の模擬コースのような交通公園が市内に 2箇所あるので、この交通公

園を活用

こと。 

）自転車を利用する年齢層は子供から高齢者まで幅広いので、小学生だけでな

く、中学生、

すること。 

）自転車の交通ルール・マナーを向上させるためには、自転車・歩

なく、自動車の運転者にも道を譲ってもらわないと実現しない。 

）歩道

と。 

）道路に自転車注意等の看板を置けば、自転車だけでなく自動車も注意するよ

うになるので、駅周辺等で自転車が集中する道路に看板の設置を検討すること。

）歩道で自転車を走行させる場合は、「歩行者優先」であるので、この「歩行
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 ３ 仮称自転車安全利用条例の制定の検討 

）暴走自転車に対する指導  １ を強化し交通ルールの遵守を徹底させるため、条例

  ２

を取るわけにはいかないため、対象年齢を何歳に

  ３

啓発するため、交通安全教育・交通安全啓発の施

  ４

音楽等を聞きながらの運転の禁止等も条例に盛り込むよう検討するこ

  ６ すため、「歩道での左側通行」の推奨を条例に盛り込

  ７ 自動車も配慮するよ

盛り込むよう検討すること。 

  １ 責任

の普及を強化・徹底させること。 

  １

車の安全利用を促進するための情報発信基地

としての活用を検討すること。 

の制定を検討すること。 
）条例の実効性を確保するため、携帯電話を使用しながらの運転や酒酔い運転

など誰が見ても危険と思われる違反に対し、ルール違反として注意をして、そ

れでもだめなら条例で罰金を科すことについて検討すること。この場合、子供

が違反した場合には、即罰金

するかも検討をすること。 
）自転車の安全利用を促進するため、継続して、学校や家庭、自治会などの多

方面から交通ルールを教育・

策を条例に盛り込むこと。 
）携帯電話の禁止、酒酔い運転の禁止、傘差し運転の禁止、イヤホン・ヘッド

ホンで

と。 
  ５）他の自治体の条例を参考にしながら、条例案を作成すること。 

）出会い頭の事故を減ら

むよう検討すること。 
）車道上で、道路交通法を守っている自転車に対しては、

う努める旨の規定を条例に

 ４ 自転車の点検整備の促進 

）自転車の点検整備を促進するため、自転車の点検整備と傷害保険・賠償

保険がセットになっているＴＳマーク

 ５ 情報発信基地としての駐輪場の活用 

）駐輪場に自転車安全利用五則等の交通ルールを書いた看板を設置し、ＰＲを

強化するとともに、駐輪場を自転
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第５ 自転車の安全利用促進に関する提言に向けての意見 

 １ 問題点 

１

（１ 交通違反の指導・取り締まりをするのが望ましいが、人手が足り

（２

め

（３ を聞かな

が発生している。 

（５ 走ったり歩道を走ったりと、自転車の位置付けがは

。 
２

い。 

違い交通ルールを学ぶ場所・機会が少ない。 
３

（１） が安全に走れるような自転車道などの走行空間が整備されていな

４

帯保険の有効期限は 1 年であるが、更新しない人が多い。 
２ 対策 

   

（２ は、人手が足りないので、行政（市）も指導を行うことが 

（３ ローカードを出すなどして指導する回数を増

（４ 交通指導員のようなユニフォームを着

（５ ので、この街頭指導

締りをする前に、行政で指導ができるシステムが必要である。 

自転車の安全利用に係る

）指導・取締りの問題点 

）警察が

ない。 
）自転車乗車中に交通ルール違反している人は多いが、警察が杓子定規に

取り締まりをし、罰しようとすると自動車のように反則金制度がないた

多くの人がいきなり刑事罰を受け、罪人（前科者）になってしまう。 
）自転車運転者が、どうせ罰せられないだろうと思って言うこと

いというようなモラルハザード（倫理崩壊）

（４）自転車の走行中の指導が不足している。 
）場合によって車道を

っきりしていない

）交通安全教育の問題 

（１）自転車の交通ルールが市民に浸透していない。 
（２）自転車利用者が交通ルール・マナーを守らない。 
（３）子供が交通ルールを守っていても、大人が守っていないことが多

（４）高齢者が自転車に乗っていると突然止まるなどの問題がある。 
（５）自転車は自動車の運転と

）自転車の走行空間不足の問題 

自転車

い。 
）点検整備・保険の問題 

（１）ＴＳマークの普及・啓発活動が不足している。 
（２）ＴＳマーク付

自転車安全利用

１）指導・取締り 

（１）警察官に指導を一所懸命やってほしい。 
）警察官だけで

必要である。 
）警察官と市民が協働でイエ

やせばいいのではないか。 
）市の指導員も警察官と似たような

た方が効果があるのではないか。 
）放置自転車対策のための街頭指導員が駅周辺にいる

員に自転車の走行指導をさせることはできないか。 
（６）市民が指導に協力できるようになる制度が欲しい。 
（７）警察が取
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  ２）交通安全教育 

）実際に家庭に入ると親が子供の先生になるので、「自転車は車道を走る

場合、左側通行だよ」や「交差点では一時停止と安

   （１

全確認をしようね」と

   （２ にうまくリンクさせて、親子で交通安全教育を受ける場が必要

   （５ 、警察からビデオを借りて先生だけで

     ために、市がボランティアに要請して交通安全教育を

   （７

自動車の運転者にも道を、それなりに譲ってもらわないと実現しな

   （８

が変わるということなど、恐怖心を与えてＰＲすることも

   （９ 通行を徹底すれば、かなり事故は減らせるので、検討

たい。 

   （２ して、子供経由で親にチラシを配布すれば親も必ず読むので

、自転車に対して積極的に取り組んでいるので 

   （４

、駐輪場を自転車安全利用を促進するための

   （５ あるので、この「歩

   （６ 警察

以外でも啓発に参加できるので、啓発が強化されるのではないか。 
 

   （２

いった言葉かけ（交通安全教育）が必要である。 
）学校行事

である。 
   （３）自転車が走れる教習所のような擬似コースが欲しい。 
   （４）大人や高齢者を対象とした交通安全講習会も必要である。 

）学校単位での交通安全講習会では

実施するのも一つの方法である。 
   （６）市による高校への交通安全教育は千葉商科大学付属高校１校だけなので、 

他の高校にも広げる

行ってはどうか。 
）自転車の交通ルール・マナーの向上のためには、自転車・歩行者だけで

なく、

い。 
）自転車事故で賠償金が５千万円もかかることがあるので、自転車事故を

起こせば、人生

大事である。 
）歩道も車道も左側

してもらい

３）交通安全啓発 

   （１）各家庭に自転車安全利用五則等のちらしを配布してはどうか。 
）学校を利用

はないか。 
   （３）ヨーロッパやアメリカは

     事例を参考にすべきだ。 
）駐輪場、街中に自転車安全利用五則等の交通ルールを書いた看板を掲示

し、ＰＲを強化するとともに

発信基地として活用する。 
）歩道で自転車を走行する場合は、「歩行者優先」で

行者優先」をもっと優先的にＰＲをした方がよい。 
）自転車の安全利用についての啓発をする NPO があれば、自治体や

４）自転車の走行空間等 

   （１）自転車専用道路など自転車が安全に走行できる道路を整備すべきだ。 
）行徳の今井橋通り（主要地方道東京・市川線）や国道１４号の千葉市幕
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張、美浜あたりで道路の色を変えて自転車レーンを整備しているが、この

   （４ 置すれば、自転車も信号を守らなければいけな

   （５ に駐輪場を造れば、自転車が分散して事故の危険が減る

   （６ 車よりも自転車

   （７

自動車の進入がないた

 

   （９

走行空間を守

けたところ転んでしまい、クレームにより撤

 
イプ２に準ずるものであり、法律で指定をしない推奨 

  、視覚的に自転車が通行するところを示したものである。 

  普及のため、ＰＲを強化・徹底させるべきだ。 

   （１ マナー条例を制定し、取締りを強化し、交通ルールの徹底をすべ

   （２ らの運転や酒酔い運転などに対し、条例

ー違反として注意をし 

   （４ 果、大人からも

いが、雨の日 

ような自転車の走行空間を増やした方がいい。 
   （３）道路のゼブラを取り除き、自転車レーンを設置する方法もある。 

）自転車専用の信号機を設

いと思うのではないか。 
）駅から遠い場所

のではないか。 
）自転車の走行空間を造ることが難しいのであれば、自動

を優先させるルールを作ることで対応するべきである。 
）タイプ１は、自転車道として道路構造令に規定があり、道路管理者はこ

れを望んでいる。自転車にとっても双方向であり、

め望ましいが、コストと道路幅員が必要である。 
   （８）タイプ２は、自転車専用通行帯を設置するもので、外国では主流である。

     車道と同じ方向に通行するもので、コストがかからず、理想的である。 
     但し、道路構造令では規定されておらず、道路交通法での指定になる。 
     また、車が駐車してしまうことで通行が阻害されてしまうこともある。 

）タイプ３のパターン１は自転車歩行者道であり、歩道が広い場合、歩道

の車道側を着色するなどして分離するが、自転車が必ずしも

らないことがあり、その境に構造物を設置する例もある。 
大阪で分離するため段差をつ

去してしまった例がある。 
   （10）タイプ３のパターン２も自転車歩行者道であり、歩行者の交通量が多い 
     場所では問題である。郊外など歩行者の少ない場所では、有効だと思う。

   （11）タイプ４は、タ

     通行帯である。 
 （12）タイプ５は

５）点検整備・保険 

 （１）ＴＳマークの

６）自転車マナー条例 

）自転車

きだ。 
）例えば、携帯電話を使用しなが

で罰金を科すとかできないか。 
   （３）誰が見ても危険と思われる違反に対しては、マナ

     て、それでもだめなら罰金を取るくらいでいい。 
）子供が違反した時に罰金を取るわけにはいかず、その結

罰金を取れないようになっている、という意見もある。 
   （５）傘差し運転を条例で規制する場合、指導しなければならな
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   （６ 傘差し運転が周囲に危険を及ぼすような場所では、 

   （７ とが習慣になっているが、ヨーロ 

   （８ 険である。かっぱを着るような習慣をつけ 

   （10 用してい 

   （11 、駐輪場などに濡れた

ていかなくてはならない。 

   （15 いため、義務ではなく推奨として歩道での

   （16 と法律を守っている自転車に対しては、自動車の方も

   （17 て、自転車がどこを通行すればよいのか

   （18

が必要である。自転車条

   （19 であるため、必ずし

     会などの多方面から、ルールを覚えるなどの

   （20 、同時に進めれば自転車だけで

なく、マナーを共有していけると思う。 

     に「傘を差さないでください」と指導することは難しい。 
）周囲の状況を見て、

注意できると思う。 
）日本では、傘を差して自転車に乗るこ

ッパでは、かっぱを着る習慣がある。 
）傘差し運転は、狭い道では危

させることが必要だと思う。 
   （９）若い人は、ポンチョは格好が悪いと言って着用しないことが多い。 

）茅ヶ崎の高校で、女子高生がかわいいかっぱをデザインし、着

るという事例があるので、デザインを工夫すればよいと思う。 

）傘差し運転をやめさせようと思っても、現状では

かっぱを干すところ、かっぱを掛ける所がない。 

   （12）ヨーロッパでは、職場にかっぱを掛けるスペース、シャワー室がある。 

     単独で規制するのではなく、環境づくりを考え

   （13）携帯電話の禁止も条例にのせた方がいい。 

   （14）他地区の条例を参考にしながら、まとめていけばいい。 

）条例に出会い頭での事故が多

左側通行を記載できないか。 

）車道上で、きちん

配慮して欲しい。 

）自動車と自転車の関係を整理し

をはっきりさせる必要がある。 

）本八幡駅前、行徳駅前に放置自転車がなくなったのは、指導員のおかげ

である。今度は、動いている自転車に対して指導

例を制定して、いいまちづくりをして欲しい。 

）自転車は、子どもから高齢者まで利用できる乗り物

も条例で縛ることがいいことであるとは思わない。 

継続して、学校や家庭、自治

取り組みを進めて欲しい。 

）市川市は、マナー条例を施行しているが


